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行政手続等における本人確認に関する調査

＜調査結果に基づく通知＞

ポイ ト

○ 行政手続や民間取引における本人確認の実施状況等について、初めて横断的な調査・分析を実施
（総務省行政評価局、８管区行政評価局（支局を含む。）及び９行政評価事務所が、平成18年８月から11月にかけて実地調査）

ポイント

○ 本人確認を伴う手続のうち、取扱件数が多いなどの79の行政手続及び民間取引に係る３手続について、
行政機関及び民間事業者延べ1,040機関を対象として調査・分析

○ 関係省庁（11省庁）に対し、架空名義や成りすまし等による不正を防止するための的確な本人確認の実
施を推進する観点から、各省庁が所管する行政手続等に係る本人確認の手順・方法等について、今回の調
査結果を踏まえた点検等を行うよう通知



調査の背景等調査の背景等

背景背景

○ 行政手続や民間取引（以下「行政手続等」という。）は、申請者や顧客（以

下「申請者等」という。）が本人であることが前提。近年、犯罪防止や個人情

報保護等の観点から、法令により本人確認を義務付けるなど本人確認を重要視

背景背景

◇ 79の行政手続及び民間取引に係る３
手続における本人確認の実施状況等を
調査・分析

した行政手続等が増加。

〇 国・地方公共団体の行政手続等の全体を通じた本人確認の標準的な手順・方

法等は、現時点では確立されていない。

◇ 調査対象
（調査対象機関）

国家公安委員会（警察庁）、金融庁、
総務省、法務省、外務省、財務省、
文部科学省 厚生労働省 農林水産

○ 本人確認の手順・方法等は、行政手続等の的確な実施に責任を有するそれ

ぞれの機関が、「不正の発生のリスク」と「申請者や顧客の利便・負担」の関

係を斟酌して、判断しているのが現状。

○ 行政手続等により発行された証書等を本人確認書類として二次利用している

文部科学省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省、環境
省、防衛省

（関連調査対象機関）
都道府県、市町村、関係団体、民間

○ 行政手続等により発行された証書等を本人確認書類として二次利用している

行政機関等の間や、証書等の発行機関との間では、その本人確認書類としての

信頼性について、共通の尺度はみられず、運用状況・問題点に関する情報の共

有が一般的に行われていない。

事業者等

◇ 多種多様な行政手続等について横断
的に調査・分析するのは初めて

通知先：11省庁
国家公安委員会（警察庁）

主な調査事項等主な調査事項等

１ 行政手続等における本人確認の手順・方法等の適切性
国家公安委員会（警察庁）、
金融庁、総務省、法務省、
外務省、財務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省

２２ 行政手続により発行された証書等が本人確認書類として二次利用される際の信頼性行政手続により発行された証書等が本人確認書類として二次利用される際の信頼性

３３ 行政手続等における本人確認に関する今後の取組課題行政手続等における本人確認に関する今後の取組課題
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通知日：平成20年９月12日

３３ 行政手続等における本人確認に関する今後の取組課題行政手続等における本人確認に関する今後の取組課題



本人確認とは本人確認とは 報告書
Ｐ７

行政機関や民間事業者が、行政手続等の申請者等に対し、本人名義の公的機関発行の証書等の提示を求めるなどの手段により、

当該申請者等が、

① 「架空の人物でないこと」（実在性）

② 「他人への成りすましでないこと」（同一性）

を担保する行為と整理。

本人確認の主な手法本人確認の主な手法 報告書

(1) 本人確認書類の提示等による確認
申請等の際に、申請者等本人以外の者による保持が想定されない証書等を本人確認書類として提示又は提出させ、当該証書等に

記載されている本人特定事項（氏名、生年月日、性別、住所、顔写真等）と申請書等の記載内容や本人の特徴とを照合。

本人確認の主な手法本人確認の主な手法 Ｐ７～９

(2) 面談等による確認
申請等の際に申請者等本人と面談し、本人しか知り得ない事項（家族構成等）を口頭質問し、確認者側の記録と照合。

(3) 郵送を利用した確認
申請者等本人以外の者が保持できる証書等（例 住民票の写し）の提示又は提出があった場合 それだけでは 申請者等の「同申請者等本人以外の者が保持できる証書等（例、住民票の写し）の提示又は提出があった場合、それだけでは、申請者等の「同

一性」の担保としては不十分であるため、公的機関発行の証書等に記載されている、あるいは、行政機関や民間事業者側で把握し
ている住民票に記載された住所（以下「住民票住所」という。）等あてに、当該行政手続等で発行される証書等などの関係書類を、
転送不要郵便(※)で送付し、返送されずに送達されたことをもって「同一性」を担保。
※ 差出人が郵便物の宛先面に「転送不要」と記載することで、たとえ郵便局に転居届が出ていても、転送サービスを実施せず差出人に返送する取扱い

① 国の機関の事務、国が公益法人に委託した事務又は地方公共団体の法定受託事務

② 地方公共団体の自治事務又は民間取引であり かつ国が法令又は通知で本人確認を行うことを規定しているもの

調査対象手続の事務区分調査対象手続の事務区分 報告書
Ｐ11～12
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② 地方公共団体の自治事務又は民間取引であり、かつ国が法令又は通知で本人確認を行うことを規定しているもの

③ ②に該当しない自治事務、健康保険組合等公法人の事務、独立行政法人の事務、国立大学法人の事務又は私立大学の事務



調査結果１調査結果１ 行政手続等における本人確認の手順・方法等の適切性

◎ 調査対象の手続を取扱う国の出先機関、都道府県、市区町村等延べ1,040機関を対象に、各種手続の申請者等に求めている本人確認

書類の種類や本人確認ができなかった場合の取扱い等について、統一性の着眼点から出先機関等の運用の傾向を調査・分析

着眼点①：統一性着眼点①：統一性

－本人確認の手順・方法等について、出先機関等の間で運用に差異がないか－

◇ 調査対象とした79行政手続のうち、74手続は複数の出先機関等で本人確認を伴う事務を実施。

◇ 民間取引３手続に いても 全国の事業者で本人確認を実施

報告書
Ｐ16

報告書
◇ 民間取引３手続についても、全国の事業者で本人確認を実施。

◇ これら77手続のうち、33 行政手続及び民間取引２手続は、出先機関等の間で、本人確認の手順・方法等の運用に差異。

○ 運用の差異の内容（例）

① 多 先機関等 本 確 書類 「 的機関 行 書類（写真付 写真な ず ） 方

Ｐ16

報告書
Ｐ16～17

① 多くの出先機関等で本人確認書類を「公的機関発行の書類（写真付き又は写真なしのいずれでも可）」としている一方で、

一部の出先機関等では、「公的機関発行（写真付きのものに限定）」としているもの

② 多くの出先機関等で本人確認書類の提示による確認を行い、書類提示がない場合に口頭質問による確認を実施している一方で、

一部の出先機関等では、本人確認を特に実施していないもの

③ 多くの出先機関等で本人確認書類を「公的機関発行（写真付きのものに限定）」としている一方で、

一部の出先機関等では、「公的機関発行（写真付き）の提示がない場合に他の書類による確認と口頭質問を組み合わせれば可」とし

ているもの

④ 多くの出先機関等で本人確認書類について「国民年金手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳は不可」としている一方で、

一部の出先機関等では、「これらの証書でも公共料金領収書など複数の書類があれば可」としているもの

○ 行政手続における本人確認の手順・方法等の差異については、差異が生じている背景や経緯等にも十分に目を向けつつ、手続

の公平公正の観点から、差異が不合理とならないようにすることが必要。

○ 民間取引における本人確認の手順・方法等の差異については 法令で事業者に対し一定の義務付けを行っている場合には そ○ 民間取引における本人確認の手順・方法等の差異については、法令で事業者に対し一定の義務付けを行っている場合には、そ

のような差異が生じている背景に対して十分に目を向けつつ、義務付け内容の改善等の検討につなげていくことが必要。
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着眼点② 厳格性着眼点② 厳格性

◎ 調査対象手続を性格の類似した手続別にグループ分けし、各手続における本人確認の手順・方法等について主要な手法（書類の提

示等、面談等、郵送）ごとに、厳格性の着眼点から申請者等の実在性及び同一性がどのように担保されているかなどについて調査・分析

－本人確認の手順・方法等について、申請者等の「実在性」及び「同一性」の担保に問題は見られないか－

◇ 本人確認の厳格性の程度（申請者等の「実在性」及び「同一性」の担保）は、高いと認められるものからそうではないものま
で様々（※下表の７区分参照）

着眼点②：厳格性着眼点②：厳格性

で様々（※下表の７区分参照）

◇ 申請者等の「同一性」を担保する効果が高いとは認められない証書等の提示のみでも本人確認を認める手続がみられる一方で、
申請者等の「同一性」の担保に関し、成りすまし防止効果がより高い措置を講じている手続がみられる。

・ 書類の提示等による本人確認において、本人以外が申請・取得できる証書等（例、住民票の写し）の提示のみでも本人確認を認める手続
【例 納税証明（市町村税）】

報告書 Ｐ41～45

報告書 Ｐ58～60

【例、納税証明（市町村税）】
一方で、こうした証書等が提示された場合には、面談等による確認や郵送を利用した確認を組み合わせ、申請者等の「同一性」の担保を高めて

いる手続【例、印鑑登録（個人）】

・ 郵送を利用した本人確認において、成りすまし防止効果が高いと言えない「転送可能郵便」で証書等を「申出住所」に送付している手続
【例、企業年金連合会老齢年金給付の裁定】

一方で 成りすまし防止効果がより高い「転送不要郵便」（注）で証書等を「住民票住所」に送付している手続【例 一般旅券の発給】方で、成りすまし防止効果がより高い「転送不要郵便」（注）で証書等を「住民票住所」に送付している手続【例、 般旅券の発給】

(注) 転送不要郵便の利用に当っては、申請者等への事前の周知・説明等の別途の配慮も必要。

○ 本人確認の厳格性を担保するため、

（記号の組合せ例）

Ａ ａ ＋
申請者等の 申請者等の 証書等の＜調査対象82手続＞

厳格性の程度（７区分）

本人確認 厳格性 担保す 、
性格の類似した他の手続の例等も参
考にしながら、「本人確認書類の提示
等による確認」、「面談等による確
認」及び「郵送を利用した確認」を
適切に組み合わせて工夫することが

記
号
の

申請者等の
「実在性」の担保

申請者等の
「同一性」の担保

証書等の
交付の確実性

Ａ 最も高いと
認められる

ａ 最も高いと
は認められ

ａ 高いと認め
られる

ｂ 一定程度高
いと認められ

＋ 高いと認
められる

Ａａ 34 手続 （うちＡａ＋ 19 手続）

ａａ 20 手続 （うちａａ＋ 3 手続）

＜調査対象82手続＞

適切に組み合わせて工夫することが
重要。

○ 本人確認の手順・方法等をどこま
で厳格なものとするかは、「不正の
発生のリスク と「申請者や顧客の

意
味

は認められ
ない

いと認められ
る

ｃ 高いと認め
られない場
合がある

Ａｂ 8 手続

Ａｃ 8 手続

ａｃ 10 手続

続 発生のリスク」と「申請者や顧客の
利便・負担」との関係を斟酌して、
適切に判断する必要あり。
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ｄ 高いとは認
められない

Ａｄ 1 手続

ａｄ 1 手続



調査結果２調査結果２ 行政手続により発行された証書等が本人確認書類として二次利用される
際の信頼性

◎ 証書等が本人確認書類として二次利用(注)される際の信頼性（当該手続の申請者等の「実在性」及び「同一性」をどの程度担保し
ているか）について、当該証書等の発行に係る調査結果１の分類や、証書等の外形、他人の手に渡るおそれ等の要素などを踏まえて
調査・分析

（注） 例えば、各種健康保険の被保険者証の本来の利用目的は、保険診療の際の被保険者資格の確認であるが、他の手続の際に、本人確認書類として利用されるなど

◇ 調査対象とした79行政手続のうち54手続で証書等が発行されている。本人確認書類として証書等が二次利用される際の信頼性の内
容は様々である。（次頁参照）

○ 証書等が二次利用される際の信頼性については、当該証書等の外形的な要素（記載事項や写真の有無等）ばかりでなく、
① 発行手続における本人確認の厳格性の内容や申請者への交付の確実性の影響を受けること、

報告書 Ｐ61～62
Ｐ69～70

② 証書等に記載されている者が発行手続の申請者であったとは限らない証書等もあること（例、住民票の写し、戸籍謄（抄）本）、
③ 取得後に他人へ提出することを通常とする証書等もあること（例、印鑑登録証明書、納税証明書、住民票の写し、戸籍謄（抄）本）
などにより異なってくる。

◇ 証書等を本人確認書類として二次利用している行政手続等には、証書等の本人確認書類としての信頼性の内容について留意してい
るとはいえない手続もみられたるとはいえない手続もみられた。

① 有効な本人確認が行われていない証書等の提示のみでも認めている手続【例、「預貯金口座の新規開設」】
② 証書等に記載されている者が発行手続の申請者であったとは限らない証書等の提示等のみでも本人確認を認めている手続【例、「納税証明（市町
村税）」】

③ 取得後に他人へ提出することを通常とする証書等の提示等のみでも本人確認を認めている手続【例、「国民健康保険被保険者の資格取得の届出」】

報告書 Ｐ73～76

◇ その一方で、証書等の本人確認書類としての信頼性の内容について留意して、一層の注意を払っている手続もみられた。

・写真付きの公的機関発行の証書等であっても本人確認書類として一律には扱わず、特定の種類のものに限定して本人確認書類としている手続【例、
「一般旅券の発給」】

・住民票の写しや戸籍謄（抄）本など証書等に記載されることとなる者以外の者も取得できる証書等の提示があった場合には、郵送を利用した確認
（確認通知書の送付）を実施している手続【例 「預貯金口座の新規開設」】

報告書 Ｐ72～73

（確認通知書の送付）を実施している手続【例、「預貯金口座の新規開設」】

○ 公的機関発行の証書等を本人確認書類として二次利用する場合、証書等の外形（記載事項や写真の有無等）だけでなく、
・発行手続における本人確認の厳格性や、
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以
上

・証書等に記載されることとなる者以外の者による申請・取得の可否、他人の手に渡るおそれ、証書等の発行後における氏名等の
自筆記載など

発行時や発行後の様々な取扱いが、本人確認書類としての信頼性の内容にどう影響しているかについて、十分に留意することが重要。



分 類
（証書等数） 証 書 等 【発行機関】

Ａａｐ＋ 外国人登録証明書【市区町村】 一般旅券【都道府県】 船員手帳【地方運輸局等】 身体障害者手帳【市区町村】 療育手帳・愛の手帳【福祉事

表 調査対象証書等を本人確認書類として二次利用される際の信頼性

Ａａｐ＋
（16）

外国人登録証明書【市区町村】、一般旅券【都道府県】、船員手帳【地方運輸局等】、身体障害者手帳【市区町村】、療育手帳・愛の手帳【福祉事
務所】、運転免許証（普通自動車運転免許）【都道府県公安委員会】、特種電気工事資格者認定証【産業保安監督部】、認定電気工事従事者認定証
【産業保安監督部】、電気工事士免状（第一種）【都道府県】、動力車操縦者運転免許証【地方運輸局】、海技免状【地方運輸局等】、航空従事者
技能証明書【本省航空局・地方航空局】、運航管理者技能検定合格証明書【本省航空局】、運転経歴証明書（普通自動車運転免許）【都道府県公安
委員会】、運転経歴証明書（原動機付自転車運転免許）【都道府県公安委員会】、学生証【私立大学】

aａｐ＋ 精神障害者保健福祉手帳【市区町村】、クレーン・デリック運転士免許証【都道府県労働局】、学生証（国立大学法人）【国立大学法人】
（3）

Ａａｐ
（1）

戦傷病者手帳【都道府県】

Ａａｎ＋
（2）

あん摩マッサージ指圧師免許証【財団法人東洋療法研修試験財団（厚生労働本省が委託）】、印鑑登録証明書（個人 発行日から３月以内）【市区
町村】

Ａａｎ 児童扶養手当証書【福祉事務所】、特別児童扶養手当証書【都道府県、市区町村】、老人医療受給者証【市区町村】、健康保険被保険者証（組合）Ａａｎ
（5）

児童扶養手当証書【福祉事務所】、特別児童扶養手当証書【都道府県、市区町村】、老人医療受給者証【市区町村】、健康保険被保険者証（組合）
【健康保険組合】、調理師免許証【都道府県】

aａｎ
（8）

雇用保険被保険者証【公共職業安定所】、年金手帳【社会保険事務所】、地方公務員共済組合員証【地方職員共済組合】、健康保険被保険者証【社
会保険事務所】、船員保険被保険者証【社会保険事務所】、船員保険被保険者証（継続療養受給者）・船員保険継続療養証明書等【社会保険事務
所】、納税証明書（都道府県税 発行日から３月以内）【都道府県】、納税証明書（国税 発行日から３月以内）【税務署】

Ａｂｐ 住民基本台帳カード（写真付き）【市区町村】、宅地建物取引主任者証【都道府県宅地建物取引業協会等（都道府県が委託）】
（2）

Ａｂｎ
（3）

年金手帳【市区町村】、健康保険日雇特例被保険者手帳【社会保険事務所】、介護保険被保険者証【市区町村】

Ａｃｎ
（5）

国民健康保険被保険者証【市区町村】、運転免許証（原動機付自転車運転免許）【都道府県公安委員会】、電気工事士免状（第二種）【都道府県】、
耐空検査員の証【本省航空局】、納税証明書（市町村税 発行日から３月以内）【市区町村】

無線従事者免許証【地方総合通信局等】 消防設備士免状【都道府県】 防火管理講習修了証【市区町村等】 危険物取扱者免状【都道府県】 発aｃｎ
（6）

無線従事者免許証【地方総合通信局等】、消防設備士免状【都道府県】、防火管理講習修了証【市区町村等】、危険物取扱者免状【都道府県】、発
破技士免許証【都道府県労働局】、高圧ガス販売主任者免状【都道府県等】

Ａｄｎ
（5）

納税証明書（市町村税 発行日から３月超）【市区町村】、住民票の写し【市区町村】、戸籍の附票の写し【市区町村】、印鑑登録証明書（個人
発行日から３月超）【市区町村】、戸籍謄（抄）本【市区町村】

aｄｎ
（3）

母子健康手帳【市区町村】、納税証明書（都道府県税 発行日から３月超）【都道府県】、納税証明書（国税 発行日から３月超）【税務署】
（3）

(注) 調査は、平成18年８月～11月であり、調査結果は、その時点における制度・運用に基づいている。

記号の意

（組合せ例） Ａ ａ ｐ ＋
利用に係る「実在性」の担保 利用に係る「同一性」の担保 写真 証書等の交付の確実性

Ａ 最も高いと認められる ａ 高いと認められる ｐ 写真付き ＋ 高いと認められる
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味
Ａ 最も高いと認められる
ａ 最も高いとは認められない

ａ 高いと認められる
ｂ 一定程度高いと認められる
ｃ 高いと認められない場合がある
ｄ 高いと認められない

ｐ 写真付き
（「同一性」の担保がａ又はｂに限る）

ｎ その他

＋ 高いと認められる



行政手続等における本人確認に関する今後の取組課題

◇ 関係省庁は 申請者や顧客の利便・負担に配慮しつつ 不正等を防止するための的確な本人確認の実施を推進◇ 関係省庁は、申請者や顧客の利便・負担に配慮しつつ、不正等を防止するための的確な本人確認の実施を推進
する観点から、本調査が対象とした行政手続及び民間取引に係る本人確認の手順・方法等について、また、必要
な場合は、他の行政手続及び民間取引に係る本人確認の手順・方法等について、次の措置を講ずる必要がある。

① 国の機関の事務 国が公益法人に委託した事務又は地方公共団体の法定受託事務である行政手続について① 国の機関の事務、国が公益法人に委託した事務又は地方公共団体の法定受託事務である行政手続について、
本人確認の手順・方法等を点検すること。

ⅰ 所管するそれぞれの制度の趣旨・目的等を勘案した上で、性格の類似した行政手続の例等も参考にしつつ、「本人確認書類
の提示等による確認」、「面談等による確認」及び「郵送を利用した確認」を適切に組み合わせているか検討。の提示等による確認」、 面談等による確認」及び 郵送を利用した確認」を適切に組み合わせて るか検討。

ⅱ 公的機関発行の証書等を本人確認書類として二次利用する場合、証書等の外形（記載事項や写真の有無等）のみをとらえる
のではなく、発行手続における本人確認の厳格性の程度、証書等に記載されることとなる者以外の者による申請・取得の可否、
他人への交付の蓋然性、自筆による氏名等の記載などにも留意した上で、利用の是非、複数の証書等による確認の必要性、「面
談等による確認」や「郵送を利用した確認」の併用の必要性などを検討談等による確認」や「郵送を利用した確認」の併用の必要性などを検討。

など

（総務省、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省）

② 国が法令又は通知で本人確認を行うことを規定している行政手続（①の行政手続を除く。）及び民間取引に
ついて、①に掲げられた点も踏まえて、関係法令又は通知を点検すること。

（国家公安委員会（警察庁）、金融庁、総務省、法務省、農林水産省、経済産業省）（国家公安委員会（警察庁）、金融庁、総務省、法務省、農林水産省、経済産業省）

③ ①及び②を除く行政手続について、当該事務を取り扱う地方公共団体等に対し、①に掲げられた点も踏まえ
て、必要に応じ、助言を行うこと。

（国家公安委員会（警察庁）、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）
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［本件連絡先］

総務省行政評価局 財務・経済産業等担当評価監視官室

参 事 官 ： 北 原 久

総括評価監視調査官 ： 大 塚 雄 蔵

上席評価監視調査官 ： 恒 吉 洋 志

電 話（直 通） ０３－５２５３－５４３４

ＦＡＸ ０３－５２５３－５４３６ＦＡＸ ０３ ５２５３ ５４３６

－8－


